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普
天
間
飛
行
場
の
「
五
年
以
内
運
用
停
止
」
の
期
限
算
定
の
始
期
及
び
運
用
停
止
の
状
態
等
そ
の
定
義
に
関
す

る
質
問
主
意
書

私
は
、
平
成
二
十
六
年
二
月
二
十
日
付
で
「
普
天
間
飛
行
場
の
五
年
以
内
運
用
停
止
」
等
に
関
す
る
質
問
主
意
書
（
以
下
、

質
問
主
意
書
と
い
う
）
を
、
ま
た
、
同
年
三
月
十
二
日
付
で
「
普
天
間
飛
行
場
の
五
年
以
内
運
用
停
止
」
等
に
関
す
る
再
質
問

主
意
書
（
以
下
、
再
質
問
主
意
書
と
い
う
）
を
提
出
し
、
こ
れ
ら
に
対
す
る
政
府
答
弁
書
を
受
領
し
た
も
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
、
私
の
質
問
主
意
書
や
再
質
問
主
意
書
に
対
す
る
政
府
答
弁
書
は
、
「
五
年
以
内
運
用
停
止
」
の
期
限
算
定
の
始

期
と
な
る
日
付
（
以
下
、
起
算
日
（
始
期
）
と
い
う
）
や
運
用
停
止
の
状
態
等
そ
の
定
義
に
つ
い
て
、
全
く
具
体
性
に
欠
け
る

不
誠
実
な
回
答
を
繰
り
返
し
て
き
た
。

最
近
に
な
っ
て
、
菅
義
偉
官
房
長
官
（
沖
縄
基
地
負
担
軽
減
担
当
）
や
江
渡
聡
徳
防
衛
大
臣
か
ら
「
五
年
以
内
運
用
停
止
」

の
起
算
日
（
始
期
）
に
関
す
る
発
言
が
な
さ
れ
て
い
る
。

こ
れ
ら
の
発
言
は
、
昨
年
十
二
月
に
い
わ
ゆ
る
辺
野
古
公
有
水
面
埋
立
申
請
を
「
承
認
」
し
た
仲
井
眞
弘
多
沖
縄
県
知
事
の

要
望
を
受
け
て
、
さ
も
政
府
が
「
沖
縄
の
基
地
負
担
軽
減
」
に
取
り
組
ん
で
い
る
、
と
の
印
象
操
作
を
与
え
る
も
の
で
あ
る
。

来
る
十
一
月
十
六
日
実
施
の
沖
縄
県
知
事
選
挙
を
意
識
し
、
現
職
を
利
す
る
意
図
が
あ
る
と
の
疑
念
を
持
た
ざ
る
を
得
な
い
。

一



安
倍
内
閣
の
い
う
「
沖
縄
の
基
地
負
担
軽
減
」
は
、
有
名
無
実
の
ま
や
か
し
だ
。
キ
ャ
ン
プ
・
シ
ュ
ワ
ブ
水
域
に
お
け
る
海

上
ボ
ー
リ
ン
グ
調
査
強
行
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
そ
の
実
態
は
、
昨
今
の
沖
縄
に
お
け
る
圧
倒
的
民
意
を
無
視
し
、
国
家
権
力

を
総
動
員
し
て
の
辺
野
古
新
基
地
建
設
推
進
、
す
な
わ
ち
「
基
地
負
担
の
犠
牲
強
要
」
と
「
構
造
的
沖
縄
差
別
」
で
あ
る
。

以
下
、
質
問
す
る
。

一

政
府
は
、
私
が
先
に
提
出
し
た
質
問
主
意
書
及
び
再
質
問
主
意
書
に
お
い
て
、
普
天
間
飛
行
場
の
「
五
年
以
内
運
用
停

止
」
の
起
算
日
（
始
期
）
に
つ
い
て
明
確
な
答
弁
を
し
な
か
っ
た
。

最
近
に
な
っ
て
、
菅
官
房
長
官
や
江
渡
防
衛
大
臣
が
「
五
年
以
内
運
用
停
止
」
の
起
算
日
（
始
期
）
は
「
二
〇
一
四
年
二

月
」
で
あ
る
と
明
言
し
て
い
る
が
、
政
府
の
統
一
見
解
と
理
解
し
て
よ
い
か
。
起
算
日
（
始
期
）
の
正
確
な
日
付
及
び
そ
の

根
拠
と
併
せ
て
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

二

普
天
間
飛
行
場
の
「
五
年
以
内
運
用
停
止
」
の
起
算
日
（
始
期
）
を
「
二
〇
一
四
年
二
月
」
と
す
る
こ
と
に
、
米
側
の
理

解
と
合
意
は
得
ら
れ
て
い
る
か
、
政
府
の
見
解
を
示
さ
れ
た
い
。

三

政
府
は
、
私
が
先
に
提
出
し
た
質
問
主
意
書
及
び
再
質
問
主
意
書
に
お
い
て
、
普
天
間
飛
行
場
の
「
五
年
以
内
運
用
停

止
」
の
運
用
停
止
が
指
す
具
体
的
な
状
態
等
そ
の
定
義
、
日
米
地
位
協
定
上
の
根
拠
や
手
続
等
に
つ
い
て
一
切
触
れ
て
い
な

二



い
。と

り
わ
け
、
運
用
停
止
の
定
義
に
つ
い
て
は
、
今
日
ま
で
の
間
、
要
望
し
た
仲
井
眞
知
事
か
ら
も
、
政
府
か
ら
も
示
さ
れ

ず
、
単
な
る
「
口
約
束
」
「
空
手
形
」
の
域
を
出
て
い
な
い
。
抽
象
的
で
曖
昧
模
糊
と
し
た
ま
ま
「
五
年
以
内
運
用
停
止
」

の
言
葉
だ
け
が
独
り
歩
き
し
て
い
る
。

政
府
が
い
う
運
用
停
止
と
は
、
い
わ
ゆ
る
「
五
・
一
五
メ
モ
」
で
定
め
る
普
天
間
飛
行
場
の
使
用
主
目
的
た
る
「
飛
行

場
」
と
し
て
の
機
能
停
止
を
意
味
す
る
の
か
、
明
確
に
答
え
ら
れ
た
い
。

四

沖
縄
県
の
又
吉
進
知
事
公
室
長
は
、
二
〇
一
四
年
七
月
十
一
日
の
県
議
会
米
軍
基
地
関
係
特
別
委
員
会
に
お
い
て
、
普
天

間
飛
行
場
の
運
用
停
止
の
具
体
的
な
状
況
に
つ
い
て
の
質
問
に
「
航
空
機
が
飛
行
し
て
い
な
い
状
態
」
「
こ
の
飛
ば
な
い
状

況
と
い
う
も
の
は
市
民
か
ら
見
た
と
き
に
そ
こ
に
飛
行
機
が
存
在
し
て
い
な
い
、
飛
行
機
が
空
中
に
浮
か
ん
で
い
な
い
状

態
」
だ
と
答
弁
し
て
い
る
。

そ
の
う
え
で
、
又
吉
知
事
公
室
長
は
「
し
か
し
な
が
ら
、
米
軍
か
ら
見
た
場
合
、
そ
れ
か
ら
政
府
か
ら
見
た
場
合
、
県
か

ら
見
た
場
合
で
は
お
そ
ら
く
そ
れ
ぞ
れ
認
識
が
違
う
と
思
う
」
「
県
と
し
て
は
市
民
か
ら
見
た
形
、
そ
こ
に
飛
行
機
が
飛
ん

で
い
な
い
状
態
と
い
っ
た
も
の
を
念
頭
に
入
れ
て
、
政
府
、
米
軍
に
お
い
て
は
し
っ
か
り
と
考
え
を
整
理
し
て
い
た
だ
き
た

三



い
と
申
し
上
げ
て
い
る
」
と
も
答
弁
し
て
い
る
。

右
「
航
空
機
が
飛
行
し
て
い
な
い
状
態
」
な
ど
、
運
用
停
止
の
「
状
態
」
に
対
す
る
沖
縄
県
の
「
認
識
」
を
示
し
た
又
吉

知
事
公
室
長
答
弁
に
つ
い
て
（
一
）
政
府
と
し
て
承
知
し
て
い
る
か
、
（
二
）
「
普
天
間
飛
行
場
負
担
軽
減
推
進
会
議
」
や

同
「
作
業
部
会
」
の
場
で
当
該
沖
縄
県
「
認
識
」
を
確
認
の
う
え
、
「
五
年
以
内
運
用
停
止
」
の
起
算
日
（
始
期
）
同
様
、

政
府
と
沖
縄
県
の
間
に
お
け
る
共
通
認
識
と
な
っ
て
い
る
か
、
（
三
）
政
府
と
し
て
当
該
沖
縄
県
「
認
識
」
を
米
側
に
伝
達

し
、
同
「
認
識
」
に
対
す
る
米
側
の
理
解
と
合
意
は
得
ら
れ
て
い
る
か－

の
三
点
に
つ
い
て
、
政
府
の
見
解
を
示
さ
れ
た

い
。

五

普
天
間
飛
行
場
の
「
五
年
以
内
運
用
停
止
」
を
協
議
す
る
機
関
と
し
て
、
政
府
と
沖
縄
県
と
の
間
に
設
置
さ
れ
た
の
が

「
普
天
間
飛
行
場
負
担
軽
減
推
進
会
議
」
で
あ
る
。

他
方
、
日
米
双
方
の
関
係
省
庁
担
当
者
に
よ
る
「
日
米
地
位
協
定
の
環
境
補
足
協
定
を
含
む
環
境
管
理
に
係
る
枠
組
み
交

渉
」
（
以
下
、
「
環
境
管
理
に
係
る
枠
組
み
交
渉
」
と
い
う
）
が
、
本
年
二
月
十
一
日
の
第
一
回
会
合
を
皮
切
り
に
、
九
月

二
十
二
、
二
十
三
日
の
第
八
回
会
合
ま
で
計
八
回
開
催
さ
れ
て
い
る
。

右
「
環
境
管
理
に
係
る
枠
組
み
交
渉
」
と
同
様
、
日
米
両
政
府
の
間
で
普
天
間
飛
行
場
の
「
五
年
以
内
運
用
停
止
」
を
議

四



題
と
し
て
取
り
扱
う
常
設
の
協
議
機
関
は
設
置
さ
れ
て
い
る
か
。
あ
る
い
は
、
今
後
設
置
の
予
定
は
あ
る
か
、
明
ら
か
に
さ

れ
た
い
。
な
お
、
既
設
で
あ
れ
ば
、
協
議
機
関
の
名
称
、
設
置
日
、
日
米
双
方
の
人
的
構
成
（
役
職
）
に
つ
い
て
示
さ
れ
た

い
。

六

普
天
間
飛
行
場
の
「
五
年
以
内
運
用
停
止
」
に
関
し
、
去
る
七
月
二
十
二
日
の
佐
賀
県
庁
に
お
け
る
古
川
康
知
事
と
武
田

良
太
防
衛
副
大
臣
（
当
時
）
と
の
面
談
及
び
同
日
の
小
野
寺
五
典
防
衛
大
臣
（
当
時
）
の
会
見
以
後
、
Ｍ
Ｖ
�
�
オ
ス
プ
レ

イ
を
含
む
普
天
間
飛
行
場
所
属
機
及
び
部
隊
の
佐
賀
空
港
の
利
活
用
を
め
ぐ
っ
て
「
暫
定
的
に
辺
野
古
が
完
成
す
る
ま
で
の

間
、
佐
賀
空
港
を
利
用
」
「
普
天
間
の
運
用
停
止
の
た
め
の
暫
定
的
な
利
用
」
（
七
月
二
十
二
日
、
小
野
寺
前
防
衛
大
臣
会

見
）
、
「
米
軍
が
使
っ
て
い
る
オ
ス
プ
レ
イ
の
本
土
で
の
訓
練
移
転
を
す
る
場
合
の
拠
点
と
し
て
の
活
用
」
（
八
月
二
十
五

日
、
同
前
大
臣
臨
時
会
見
）
、
「
佐
賀
空
港
に
お
い
て
訓
練
移
転
が
実
現
し
た
場
合
に
は
、
普
天
間
飛
行
場
代
替
施
設
の
完

成
の
タ
イ
ミ
ン
グ
に
か
か
わ
ら
ず
、
沖
縄
県
の
負
担
軽
減
の
観
点
か
ら
、
将
来
に
渡
り
同
空
港
に
お
い
て
、
訓
練
移
転
が
継

続
」
（
九
月
九
日
、
江
渡
防
衛
大
臣
会
見
）
な
ど
、
そ
の
利
活
用
の
目
的
、
使
用
の
形
態
や
期
間
、
移
駐
ま
た
は
訓
練
移
転

の
対
象
と
な
る
機
種
や
部
隊
に
対
す
る
所
管
大
臣
の
説
明
が
変
遷
し
、
定
ま
ら
な
い
が
、
政
府
の
統
一
見
解
を
示
さ
れ
た

い
。

五



七

普
天
間
飛
行
場
の
「
五
年
以
内
運
用
停
止
」
に
関
し
、
江
渡
防
衛
大
臣
は
、
去
る
九
月
十
九
日
の
会
見
で
「
大
臣
と
し
て

は
、
五
年
後
に
は
辺
野
古
へ
の
移
設
と
い
う
こ
と
な
の
か
。
そ
れ
と
も
少
な
く
と
も
運
用
を
停
止
す
る
と
（
い
う
こ
と

か
）
」
と
記
者
団
に
問
わ
れ
、
「
少
な
く
と
も
運
用
が
停
止
で
き
る
よ
う
に
頑
張
っ
て
い
き
た
い
」
と
決
意
表
明
し
て
い

る
。
江
渡
防
衛
大
臣
の
言
う
「
少
な
く
と
も
運
用
停
止
」
と
は
い
か
な
る
「
状
態
」
か
、
明
確
に
説
明
さ
れ
た
い
。

八

去
る
九
月
二
十
二
日
、
那
覇
市
内
ホ
テ
ル
に
お
け
る
仲
井
眞
知
事
と
の
面
談
の
席
上
、
江
渡
防
衛
大
臣
に
手
交
さ
れ
た
沖

縄
県
発
出
の
同
日
付
「
要
望
書
」
（
知
基
第
�
�
�
号
）
に
は
、
普
天
間
飛
行
場
所
属
の
Ｍ
Ｖ
�
�
オ
ス
プ
レ
イ
の
配
備
見

直
し
に
つ
い
て
「
ま
ず
十
二
機
程
度
の
訓
練
の
分
散
か
ら
始
ま
り
、
拠
点
の
分
散
、
そ
し
て
普
天
間
飛
行
場
の
運
用
停
止
に

伴
い
全
機
を
県
外
に
出
す
こ
と
も
含
め
て
着
実
に
進
め
て
い
た
だ
く
よ
う
、
強
く
求
め
ま
す
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。

右
「
要
望
書
」
の
文
言
に
従
え
ば
、
少
な
く
と
も
、
普
天
間
飛
行
場
所
属
の
Ｍ
Ｖ
�
�
オ
ス
プ
レ
イ
全
二
十
四
機
の
部
隊

移
転
を
伴
う
沖
縄
県
外
へ
の
移
駐
な
く
し
て
、
仲
井
眞
知
事
が
求
め
る
同
飛
行
場
の
運
用
停
止
は
実
現
で
き
な
い
と
解
す
る

が
、
政
府
の
見
解
を
示
さ
れ
た
い
。

右
質
問
す
る
。

六


